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一
、
琉
球
神
楽
と
薩
摩
三
十
三
座
神
楽

　

神
楽
は
、
歴
史
的
に
は
『
西
宮
記
』
な
ど
に
あ
る
よ
う
に
平
安
時
代
の

十
世
紀
か
ら
宮
中
で
行
わ
れ
、
現
在
は
松
前
神
楽
を
伝
え
る
北
海
道
か
ら

神
楽
を
「
神
舞
（
か
ん
め
）」
と
呼
ぶ
鹿
児
島
県
ま
で
、
ほ
ぼ
全
国
に
そ

の
継
承
と
斎
行
の
地
域
団
体
が
四
五
〇
〇
近
く
確
認
で
き
る（
１
）。
宮
中
で
の

神
楽
や
平
安
時
代
の
賀
茂
社
や
石
清
水
八
幡
社
で
の
勅
祭
と
し
て
の
臨
時

祭
に
お
け
る
神
楽
な
ど
が
、そ
の
後
ど
の
よ
う
に
各
地
の
神
社
へ
広
が
り
、

ま
た
ム
ラ
鎮
守
社
の
祭
礼
で
の
斎
行
と
な
っ
た
の
か
は
解
明
が
容
易
で
は

米
良
山
神
楽
の
構
成
と
御
神
屋
神

小
川
直
之

な
い
が
、
神
楽
の
地
域
的
な
広
が
り
は
、
前
述
範
囲
に
加
え
、
か
つ
て
は

沖
縄
県
で
も
行
わ
れ
て
い
た
。

　

本
稿
は
仮
に
「
米
良
山
神
楽
」
と
総
称
し
て
お
く
宮
崎
県
西
部
山
間
地

で
あ
る
米
良
山
地
域
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
を
取
り
上
げ
、
神
楽
斎
行

が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ
て
い
る
の
か
、そ
の
構
成
を
整
理
す
る
と
と
も
に
、

こ
の
中
か
ら
神
楽
の
場
で
あ
る
「
御
神
屋
（
み
こ
う
や
）」
に
祭
ら
れ
る

神
に
つ
い
て
検
討
す
る
の
が
目
的
で
あ
る
が
、
初
め
に
神
楽
が
ど
の
よ
う

に
各
地
に
伝
わ
っ
た
の
か
の
一
例
と
し
て
、
琉
球
に
お
け
る
神
楽
の
受
容

に
つ
い
て
触
れ
て
お
く
。

　

琉
球
の
神
楽
に
つ
い
て
は
、
一
七
一
三
年
に
王
府
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
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た
『
琉
球
国
由
来
記
』
巻
二
の
「
七
社
祝
部
」
の
項
に
記
載
が
あ
る（
２
）。「
七

社
祝
部
」
と
い
う
の
は
「
七
員
、
為
二

波
上
山
祝
部
上
首
一

。
故
称
二

大
夫
一

也
。
内
侍
七
人
」
と
あ
っ
て
、「
祝
部
」
は
七
名
で
「
波
上
山
」
が
「
上
首
」

で
「
大
夫
」
と
称
し
、「
内
侍
」
も
七
人
だ
っ
た
。
こ
れ
に
続
い
て
「
職
事
」

が
記
さ
れ
、「
神
楽
」
が
次
の
よ
う
に
出
て
く
る

正
月
二
日　

波
上
山
・
沖
山
権
現
、
両
所
ニ
、
七
社
之
祝
部
・
内
侍

ニ
テ
、
奉
二

為　

今
上
国
王
・
皇
子
・
皇
孫
、
国
土
安
全
、
五
穀
豊

饒
一

、
初
神
楽
上
ゲ
申
也
。

又
正
月
・
九
月
、　

今
上
国
王
初
御
歳
日
、
向
二

年
之
明
方
一

、七
社
祝

部
・
内
侍
、
為
二

立
願
一

、
神
楽
三
座
上
ゲ
申
也
。（
以
下
略
）

　

正
月
二
日
に
は
「
波
上
山
」（
現
在
の
波
之
上
宮
）
と
「
沖
山
権
現
」（
現

在
の
沖
宮
）
で
「
七
社
祝
部
」
と
「
内
侍
」
が
今
上
国
王
・
皇
子
・
皇
孫

の
た
め
に
国
土
安
全
、
五
穀
豊
穣
を
奉
っ
て
「
初
神
楽
」
を
あ
げ
て
い
る
。

正
月
と
九
月
の
今
上
国
王
の
「
初
御
歳
日
」
に
は
、
年
の
恵
方
に
向
か
っ

て
七
社
祝
部
と
内
侍
が
立
願
を
行
い
、
神
楽
を
三
座
あ
げ
る
と
い
う
の
で

あ
る
。
こ
の
記
述
の
後
に
も
、
正
・
五
・
九
月
に
は
識
名
宮
、
末
吉
宮
、

普
天
間
宮
に
御
社
参
の
時
に
は
「
御
神
楽
太
鼓
打
」
を
し
、
住
僧
が
御
焼

香
、
波
之
上
大
夫
が
「
四
方
立
御
殿
」
へ
祝
詞
を
あ
げ
、「
奉
レ

捧
二

御
神

幣
一

、
御
神
楽
始
メ
、
内
侍
奉
レ

捧
レ

鈴
」
と
あ
る
。
神
楽
は
、
さ
ら
に
二
月
、

三
・
八
月
、
十
二
月
晦
日
の
「
歳
籠
」
に
も
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
唐
船
が

港
を
出
入
り
す
る
と
き
に
も
波
上
山
と
沖
山
の
両
所
権
現
で
、「
順
風
自

在
、
洋
中
安
全
」
を
祈
願
し
て
神
楽
が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に

十
八
世
紀
初
め
に
は
神
楽
斎
行
が
定
例
化
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
、
琉
球

国
の
国
家
祭
祀
と
し
て
の
性
格
を
も
つ
こ
と
は
明
ら
か
で
、
波
之
上
大
夫

と
そ
の
配
下
に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
祝
部
と
内
侍
が
そ
の
役
割
を
担
っ

た
。
祝
部
は
神
主
で
あ
り
、
内
侍
は
巫
女
と
い
え
る
。

　
「
七
社
祝
部
」
の
項
に
は
、
こ
れ
に
続
い
て
「
神
楽
之
縁
起
」
と
し
て

次
の
よ
う
に
あ
る
。

于
二

当
国
一

者
、
伊
勢
国
長
野
之
展
眞
ト
云
フ
人
、
渡
二

来
於
当
邦
一

、

（
時
代
未
詳
）
生
二

一
女
一

、
称
二

展
眞
之
松
金
一

。
伊
勢
神
楽
神
道
、

伝
二

受
於
父
一

、
勤
二

内
侍
一

也
。
是
於
二

当
国
一

神
楽
之
最
初
歟
。
崇
禎

乙
亥
、
波
上
山
権
現
社
宮
、
不
レ

慮
遇
二

火
災
一

。
因
奉
二　

聖
旨
一

、

天
尊
座
主
頼
慶
、
為
二

権
現
勧
請
一

、
赴
二

于
薩
州
一

。
其
時
祝
部
、
天

願
筑
登
之
親
雲
上
、隨
従
而
到
二

于
薩
州
一

、従
二

佐
藤
権
太
夫
信
年
一

、

学
二

伝
神
道
一

。
得
二

権
太
夫
之
号
一

也
。

　

神
楽
は
、
年
代
は
不
詳
だ
が
伊
勢
の
長
野
展
眞
と
い
う
人
物
が
琉
球
を

訪
れ
、
そ
の
娘
「
松
金
」
に
「
伊
勢
神
楽
神
道
」
を
教
え
、
こ
の
娘
が
内

侍
を
務
め
て
行
う
よ
う
に
な
っ
た
の
が
琉
球
の
神
楽
の
最
初
で
あ
る
と
い

う
。
ま
た
、
神
楽
に
つ
い
て
は
、
崇
禎
乙
亥
（
一
六
三
五
年
）
に
、
不
慮

の
火
災
に
遇
っ
た
波
上
山
権
現
社
を
「
聖
旨
」
に
よ
っ
て
天
尊
座
主
の
頼



米良山神楽の構成と御神屋神─ 3 ─

慶
が
権
現
を
勧
請
し
て
再
建
す
る
た
め
に
祝
部
で
あ
る
天
願
筑
登
之
親
雲

上
を
従
え
て
薩
摩
に
赴
き
、
薩
摩
で
は
「
佐
藤
権
太
夫
信
年
」
に
従
っ
て

伝
え
る
神
道
を
学
ん
で
、「
権
太
夫
」
の
号
を
得
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

天
尊
座
主
の
頼
慶
と
天
願
筑
登
之
親
雲
上
が
波
上
山
権
現
の
再
建
の
た

め
に
薩
摩
に
赴
い
た
こ
と
は
、『
球
陽
』
附
巻
一
に
「
十
三
年
康
仁
寿
請

権
現
神
像
安
于
波
上
山
」
の
項
に
も
記
さ
れ
て
い
る（
３
）。

そ
れ
は
、

崇
禎
癸
酉
波
上
山
神
社
悉
遭
火
災
以
為
灰
燼
是
年
康
仁
寿 

天
願
筑

登
之
親
雲
上
権
明 

奉　

命
赴
薩
州
請
来
権
現
神
像
以
安
于
波
上
山

時
隨
佐
藤
氏
悉
学
神
道
之
法
且
伝
授
秘
書
等
而
帰
国
遍
教
七
社
祝
部

等
自
此
之
後
祈
福
設
壇
念
経
呪
符
神
道
弥
盛
霊
威
愈
明
矣

と
あ
る
。『
琉
球
国
由
来
記
』
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
天
願
筑
登
親
雲

上
は
「
権
現
神
像
」
を
請
け
て
波
上
山
権
現
に
奉
安
し
、
佐
藤
氏
か
ら
は

神
道
の
法
だ
け
で
は
な
く
秘
書
の
伝
授
も
う
け
、
帰
国
後
に
は
七
社
祝
部

に
こ
れ
を
遍
教
し
、
設
壇
し
て
念
経
呪
符
に
よ
っ
て
祈
福
し
、
神
道
の
霊

威
が
さ
ら
に
盛
ん
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
の
が
新
た
な
点
で
あ
る
。

　

さ
ら
に
こ
れ
ら
の
こ
と
は
権
明
の
天
願
筑
登
親
雲
上
家
の
家
譜
で
あ
る

「
康
姓
家
譜（
４
）」
に
も
あ
っ
て
、
骨
子
は
同
じ
だ
が
内
容
は
詳
し
く
、
崇
禎

六
年
（
一
六
三
三
）
に
は
「
波
之
上
権
現
三
社
」
が
焼
け
、
同
八
年
正
月

に
「
権
現
奉
請
勤
頂
事
」
の
命
を
う
け
、
六
月
に
は
天
願
筑
登
之
親
雲
上

が
頼
慶
座
主
と
と
も
に
薩
摩
に
行
く
。
こ
こ
で
「
佐
藤
権
之
大
夫
信
年
」

か
ら
教
え
を
う
け
る
が
、
こ
の
人
物
は
「
薩
隅
日
三
州
神
職
之
棟
梁
」
で

「
正
一
位
諏
訪
大
明
神
之
神
主
長
上
佐
藤
権
之
大
夫
信
年
」と
出
て
く
る
。

親
雲
上
は
佐
藤
信
年
か
ら
「
神
道
之
法
」
を
学
び
「
秘
書
」
の
ほ
か
に
、

「
烏
帽
子
一
頂
」「
白
浄
衣
一
領
」
と
三
社
権
現
（
波
之
上
）
へ
の
奉
勤

に
際
し
て
の
「
大
夫
」
の
名
を
請
け
、
さ
ら
に
「
三
十
三
座
之
神
楽
」
を

勤
行
し
、「
公
事
」
を
修
得
し
た
。
同
年
十
一
月
に
帰
国
し
て
か
ら
波
之

上
宮
を
遷
し
、「
三
十
三
座
之
神
楽
」
を
勤
行
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ

の
功
で
「
黄
冠
」
が
授
け
ら
れ
、
差
錯
と
欠
略
が
あ
っ
た
「
中
山
国
之
祝

部
神
道
法
」
を
補
っ
て
後
の
祝
部
ら
に
伝
授
し
た
と
あ
る
。

　

天
願
筑
登
之
親
雲
上
の
薩
摩
滞
在
は
六
ヶ
月
で
あ
り
、
ど
こ
ま
で
修
得

で
き
た
の
か
は
定
か
で
は
な
く
、
三
十
三
座
神
楽
の
内
容
も
定
か
で
は
な

い
が
、
先
の
『
琉
球
国
由
来
記
』
に
あ
る
「
神
楽
」
は
、
伊
勢
の
長
野
展

眞
と
そ
の
娘
「
松
金
」
に
よ
る
神
楽
、
あ
る
い
は
後
の
薩
摩
の
佐
藤
信
年

か
ら
の
伝
授
に
よ
る
神
楽
に
由
来
す
る
と
い
え
る
。

　

十
八
世
紀
初
め
の
成
立
と
推
定
さ
れ
て
い
る
『
女
官
御
双
紙
』
の
「
七

社
の
内
侍
」
の
項（
５
）に

は
長
野
展
眞
の
松
金
が
琉
球
に
初
め
て
神
楽
を
伝
え

た
こ
と
や
焼
け
た
波
之
上
宮
の
再
建
の
た
め
に
天
願
筑
登
之
親
雲
上
ら
が

薩
摩
に
行
き
、
佐
藤
権
大
夫
信
年
か
ら
教
え
を
受
け
た
こ
と
な
ど
が
記
さ

れ
、
請
け
た
「
神
道
の
書
」
は
後
に
は
天
願
養
子
松
堂
親
雲
上
、
双
氏
知

念
筑
登
之
親
雲
上
治
近
、
密
氏
高
嶺
筑
登
之
方
宣
へ
と
受
け
継
が
れ
た
と
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あ
る
。「
年
中
の
公
事
」
に
は
神
楽
が
行
わ
れ
て
い
て
、「
あ
け
た
ま
ふ
、

天
に
ひ
ゝ
き
を
あ
け
た
ま
ふ
。君
か
代
の
ひ
さ
し
か
る
へ
き
た
め
し
に
ハ
、

か
ね
て
そ
う
へ
し
、
す
み
よ
し
の
ま
つ
」
な
ど
の
「
七
社
の
内
侍
神
上
」、

「
み
す
の
う
ち
、
い
ろ
よ
き
花
の
見
へ
つ
る
か
、
こ
か
ね
の
て
う
や
舞
遊

ふ
ら
ん
。
…
…
」
と
い
う
「
託
神
」
の
こ
と
ば
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の

「
神
上
」
と
「
託
神
」
は
神
楽
歌
と
思
わ
れ
る
が
、
そ
の
口
は
す
べ
て
大

和
口
で
あ
る（
６
）。

　

沖
縄
県
の
神
楽
に
つ
い
て
の
研
究
は
今
後
の
課
題
と
な
る
が
、
ヤ
マ
ト

（
日
本
）
の
江
戸
時
代
に
は
、
琉
球
国
で
は
国
家
祭
祀
と
し
て
神
社
へ
の

神
楽
奉
納
が
祝
部
と
内
侍
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
り
、
江
戸
時
代
ま

で
遡
れ
ば
北
海
道
か
ら
琉
球
、
沖
縄
県
ま
で
の
全
国
に
神
楽
が
存
在
し
て

い
た
と
い
え
る
。

　

繰
り
返
す
が
、『
琉
球
国
由
来
記
』、『
球
陽
』
附
巻
一
の
記
載
、「
康
姓

家
譜
」、「
女
官
御
双
紙
」
に
あ
る
琉
球
の
神
楽
に
関
す
る
記
載
は
、
伊
勢

の
長
野
展
眞
が
娘
に
「
伊
勢
神
楽
」
を
教
え
て
、
こ
の
娘
が
内
侍
と
し
て

国
家
祭
祀
と
し
て
神
楽
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
か
、後
に
は
薩
摩
・

大
隅
・
日
向
の
神
職
棟
梁
で
諏
訪
大
明
神
神
主
長
上
で
あ
る
佐
藤
信
年
か

ら
教
え
ら
れ
た「
三
十
三
座
之
神
楽
」が
琉
球
で
も
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
な
ど
、
宮
崎
県
な
ど
全
国
各
地
の
神
楽
の
成
立
を
考
え
る
上
で
貴
重
な

情
報
で
あ
る
。

　

天
願
筑
登
之
親
雲
上
が
訪
れ
た
薩
摩
の
諏
訪
明
神
社
は
、
正
確
に
は
諏

方
大
明
神
社
で
現
在
の
鹿
児
島
市
清
水
町
の
南
方
神
社
で
あ
る
が
、『
三

国
名
勝
図
絵
』
第
三
巻（
７
）に

あ
る
同
社
の
図
や
説
明
に
は
境
内
に
「
大
宮
司

籠
所
」
や
「
宗
源
殿
」
な
ど
が
あ
る
。
同
書
の
諏
方
大
明
神
の
説
明
に
は
、

元
禄
九
年
（
一
六
九
六
）
に
卜
部
兼
連
（
兼
敬
）
か
ら
「
正
一
位
」
の
格

を
賜
っ
た
と
あ
り
、
こ
の
こ
と
か
ら
は
宗
源
殿
は
、
元
本
宗
源
神
道
の
名

に
な
っ
て
い
る
宗
源
の
こ
と
で
、
吉
田
家
か
ら
授
け
ら
れ
た
宗
源
宣
旨
を

こ
こ
に
奉
安
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
佐
藤
信
年
な
る
人
物
に
つ
い
て
は
確

認
で
き
て
い
な
い
し
、
前
述
の
よ
う
に
琉
球
に
伝
授
し
た
三
十
三
座
の
神

楽
が
ど
の
よ
う
な
内
容
で
あ
る
の
か
も
不
明
だ
が
、
教
え
ら
れ
た
神
道
に

よ
っ
て
従
来
の
差
錯
と
欠
略
を
補
っ
た
と
い
う
の
は
、
い
わ
ゆ
る
唯
一
神

道
（
卜
部
神
道
）
に
よ
る
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

　

諏
方
大
明
神
社
は
薩
摩
五
社
の
筆
頭
で
あ
り
、
島
津
家
の
信
仰
を
う
け

て
い
た
。『
三
国
名
勝
図
絵
』
に
あ
る
当
社
の
祭
り
の
説
明
は
六
月
一
日

か
ら
別
火
斎
居
し
、
七
月
一
日
に
は
修
禊
し
て
頭
屋
に
あ
が
る
が
、
そ
の

間
に
は
一
〇
〇
の
儀
式
が
あ
り
、
農
民
た
ち
が
「
鉦
太
鼓
踊
り
」「
市
躍
」

「
散
楽
」
な
ど
を
行
う
と
記
す
。「
散
楽
」
に
は
「
サ
ル
ガ
ク
」
と
読
み

が
付
さ
れ
て
い
て
申
楽
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
こ
こ
に
は
神
楽
の
記

載
は
な
く
、
三
十
三
座
の
神
楽
が
同
社
で
行
わ
れ
て
い
た
の
か
、
そ
の
出

所
が
気
に
な
る
点
で
あ
る（
８
）。
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現
時
点
で
は
一
つ
の
推
測
だ
が
、
薩
摩
・
大
隅
・
日
向
の
神
職
棟
梁
で

あ
っ
た
薩
摩
の
諏
方
大
明
神
の
神
主
長
上
が
唯
一
神
道
の
教
義
や
祭
式
と

三
十
三
座
の
神
楽
を
琉
球
の
親
雲
上
に
教
え
た
と
い
う
こ
と
は
、
他
に
も

こ
う
し
た
教
宣
を
行
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
、
と
く
に
南
九
州
の
神
楽
の
内

容
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
、
こ
う
し
た
神
職
棟
梁
の
存
在
は
留
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
そ
し
て
、
琉
球
の
神
楽
受
容
か
ら
は
、
こ
れ
以
前

に
「
伊
勢
神
楽
神
道
」
が
あ
り
、
こ
れ
も
推
測
が
許
さ
れ
る
な
ら
、
こ
の

神
楽
は
い
わ
ゆ
る
伊
勢
神
道
と
つ
な
が
り
を
も
っ
た
神
楽
で
あ
っ
た
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

　

薩
摩
の
諏
方
大
明
神
社
に
つ
い
て
は
、
吉
田
家
の
家
老
を
務
め
た
鈴
鹿

家
の
弘
化
頃
と
推
定
さ
れ
て
い
る
「
各
国
神
社
宮
司
神
主
氏
名
控
」
な
ど

を
整
理
、
分
析
し
た
井
上
智
勝
氏
に
よ
れ
ば
、
吉
田
家
配
下
の
薩
摩
鹿
児

島
の
「
触
頭
」
と
し
て
同
社
の
「
大
宮
司
本
田
出
羽
守
」
が
記
載
さ
れ
て

い
る
。
鹿
児
島
で
は
花
尾
大
権
現
の
「
大
宮
司
井
上
駿
河
守
」
も
「
触
頭
」

で
、
吉
田
家
か
ら
触
頭
に
「
触
」
が
来
る
と
、
領
内
に
こ
れ
が
行
き
渡
る

体
系
が
構
築
さ
れ
て
い
た
と
い
う
。
井
上
氏
に
よ
れ
ば
、
南
九
州
で
は
高

鍋
藩
の
比
木
大
明
神
社
が
高
鍋
藩
城
付
領
の
触
頭
で
、
同
領
内
の
多
く
の

神
職
を
「
幣
下
」
と
し
て
い
た
。
佐
土
原
領
で
は
諏
方
大
明
神
社
・
巨
田

八
幡
宮
の
神
主
池
田
備
後
と
天
下
大
明
神
社
・
春
日
大
明
神
社
の
神
主
高

山
大
隅
が
触
頭
、
延
岡
領
で
は
吉
田
家
の
触
が
回
覧
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
た
が
、
組
頭
の
高
千
穂
十
社
宮
（
現
在
の
高
千
穂
神
社
）
の
神
主
田

尻
摂
津
、
岡
富
村
の
八
幡
宮
神
主
甲
斐
左
京
、
同
村
神
明
宮
の
大
宮
司
土

持
伊
勢
守
の
中
に
は
配
下
に
下
社
家
を
も
つ
者
が
あ
り
、
こ
の
場
合
は
こ

の
神
主
が
触
頭
的
な
存
在
だ
っ
た
と
指
摘
す
る
。
日
向
の
御
料
で
は
福
嶋

院
の
十
三
所
大
明
神
社
（
現
在
の
串
間
神
社
）
が
組
頭
だ
っ
た（
９
）。

　
「
康
姓
家
譜
」
に
あ
る
諏
訪
大
明
神
社
の
「
神
主
長
上
佐
藤
権
之
大
夫

信
年
」
は
「
権
」
が
付
く
の
で
大
宮
司
で
は
な
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

一
六
〇
〇
年
代
前
半
に
吉
田
家
の
触
頭
体
系
が
出
来
て
い
れ
ば
、
こ
れ
を

通
じ
て
唯
一
神
道
の
教
義
や
神
楽
が
広
ま
っ
た
可
能
性
は
あ
る
。
宮
崎
県

内
で
は
、
か
つ
て
の
高
鍋
藩
領
の
地
域
に
は
、
現
在
も
比
木
神
社
神
楽
の

系
統
で
あ
る
と
い
う
神
楽
が
周
辺
に
い
く
つ
も
あ
り
、
米
良
山
も
高
鍋
藩

領
・
佐
土
原
領
に
近
い
。
右
の
触
頭
を
務
め
る
神
社
の
神
楽
が
周
辺
に
広

ま
っ
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
。

二
、
米
良
山
地
域
の
神
楽
と
そ
の
構
成

　

こ
こ
に
い
う
「
米
良
山
」
と
い
う
の
は
、
宮
崎
県
西
部
山
間
地
に
あ
っ

て
天
包
山
・
市
房
山
・
石
堂
山
の
米
良
三
山
が
連
な
る
地
域
に
あ
る
。
現

在
の
市
町
村
で
い
え
ば
西
米
良
村
、
西
都
市
の
北
西
部
、
木
城
町
の
北
部

に
わ
た
る
が
、
こ
の
地
域
を
一
体
と
す
る
こ
と
は
慶
長
年
間
の
「
肥
後
国
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絵
図
」
以
降
、
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
に
見
る
こ
と
が
で
き
、「
米
良
山
」
と

い
う
名
称
が
付
さ
れ
て
い
る
。
当
時
は
肥
後
国
球
磨
郡
に
属
し
て
お
り
、

肥
後
国
の
菊
池
氏
の
系
譜
に
あ
る
米
良
氏
が
銀
鏡
（
現
・
西
都
市
）、
村

所
（
現
・
西
米
良
村
）、
小
川
（
現
・
西
米
良
村
）
に
居
を
構
え
て
治
め
、

江
戸
時
代
に
は
人
吉
藩
の
領
地
で
あ
っ
た
。
宮
崎
県
と
な
っ
た
の
は
明
治

に
な
っ
て
か
ら
で
あ
る
が
、
こ
の
地
の
十
四
ヶ
村
二
十
八
集
落
は
、
明
治

二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
町
村
制
施
行
に
よ
っ
て
西
米
良
村
、
三
財
村
、

東
米
良
村
の
三
村
に
な
り
、
昭
和
三
十
七
年
（
一
九
六
二
）
の
市
町
村
合

併
に
よ
っ
て
西
米
良
村
、
西
都
市
、
木
城
町
に
分
離
し
て
現
在
に
至
っ
て

い
る）

（1
（

。

　

こ
う
し
た
米
良
山
地
域
に
現
在
も
継
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
と
し
て
は
、

西
米
良
村
の
村
所
神
楽
、
小
川
神
楽
、
越
野
尾
神
楽
、
西
都
市
の
銀
鏡
神

楽
、
尾
八
重
神
楽
、
木
城
町
の
中
之
又
神
楽
が
あ
る
。
村
所
神
楽
は
村
所

八
幡
神
社
や
狭
上
稲
荷
神
社
な
ど
、
小
川
神
楽
は
米
良
神
社
、
越
野
尾
神

楽
は
児
原
稲
荷
神
社
、
銀
鏡
神
楽
（「
米
良
神
楽
」
の
名
称
で
国
の
重
要

無
形
民
俗
文
化
財
に
指
定
）
は
銀
鏡
神
社
、
尾
八
重
神
楽
は
尾
八
重
神
社

な
ど
、
中
之
又
神
楽
は
鎮
守
神
社
の
例
大
祭
に
斎
行
さ
れ
て
い
る
。
こ
の

地
域
の
神
楽
に
つ
い
て
は
村
所
・
小
川
・
越
野
尾
・
尾
八
重
・
中
之
又
神

楽
に
つ
い
て
の
文
化
庁
の
「
記
録
作
成
等
の
措
置
を
講
ず
べ
き
無
形
の
民

俗
文
化
財
」に
選
択
さ
れ
て
の
調
査
も
含
め
、平
成
二
十
五
年（
二
〇
一
三
）

か
ら
調
査
を
続
け
て
お
り
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
に
も
村
所
神
楽
、

尾
八
重
神
楽
、
中
之
又
神
楽
を
実
見
し
て
お
り
、
以
下
で
は
こ
れ
ら
の
調

査
な
ど
に
基
づ
い
て
記
述
を
進
め
る）

（（
（

。

　

宮
崎
県
に
は
二
〇
〇
を
超
え
る
神
楽
が
あ
り
、
し
か
も
宮
崎
市
・
日
南

市
な
ど
の
平
野
部
を
除
く
と
、
い
ず
れ
も
十
一
月
か
ら
二
月
初
旬
に
か
け

て
夕
刻
か
ら
翌
朝
ま
で
の
夜
神
楽
で
、
神
楽
斎
行
の
古
い
姿
を
伝
え
て
い

て
、
国
内
有
数
の
神
楽
伝
承
地
域
と
い
え
る
。
米
良
山
地
域
の
他
、
県
北

部
の
高
千
穂
神
楽
、
椎
葉
神
楽
、
県
南
西
部
の
高
原
の
神
舞
（
祓
川
神
楽
、

狭
野
神
楽
）
は
い
ず
れ
も
国
の
重
要
無
形
民
俗
文
化
財
の
指
定
を
受
け
て

い
る
し
、
諸
塚
村
の
戸
下
・
南
川
・
桂
神
楽
、
高
鍋
町
や
木
城
町
、
都
農

町
、
新
富
町
な
ど
の
高
鍋
神
楽
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。

　

米
良
山
神
楽
に
つ
い
て
、
個
々
に
説
明
し
て
い
く
紙
数
の
余
裕
は
な
い

の
で
、
こ
の
地
域
の
神
楽
斎
行
に
つ
い
て
、
斎
行
の
場
の
あ
り
方
や
「
番

付
」
と
い
う
名
で
組
み
立
て
ら
れ
て
い
る
演
目
の
あ
り
方
に
つ
い
て
、
箇

条
書
き
で
ま
と
め
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

① 

米
良
山
地
域
の
神
楽
は
、
現
在
は
十
二
月
の
い
ず
れ
か
の
期
日
に
当
日

の
午
前
あ
る
い
は
午
後
か
ら
神
事
が
始
ま
り
、
神
楽
を
奉
納
す
る
神
社

の
神
な
ど
を
神
面
や
神
輿
に
よ
っ
て
「
御
神
屋
（
み
こ
う
や
）」
と
呼

ぶ
場
に
迎
え
て
斎
行
さ
れ
て
い
る
。「
神
迎
え
」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
神

事
で
あ
る
。



米良山神楽の構成と御神屋神─ 7 ─

② 

神
楽
斎
行
は
、
神
社
宮
司
な
ど
の
神
職
を
は
じ
め
、
一
定
の
手
続
き
を

経
た
「
社
人
」「
祝
人
（
ほ
お
り
）」
な
ど
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
に
よ
っ

て
行
わ
れ
て
い
る
が
、
斎
行
に
あ
た
っ
て
は
「
頭
取
」
な
ど
と
呼
ば
れ

る
役
職
者
が
責
任
者
と
な
る
。
頭
取
の
他
に
必
要
な
品
揃
え
や
準
備
作

業
の
責
任
者
と
な
る
「
堪
人
頭
」（
こ
の
呼
称
は
村
所
神
楽
）、
社
人
た

ち
の
賄
い
を
行
う
「
料
理
長
」
な
ど
の
役
職
が
あ
る
。

③ 

神
楽
斎
行
の
場
で
あ
る
「
御
神
屋
」
は
、
小
川
神
楽
は
現
在
は
米
良
神

社
拝
殿
で
あ
る
が
、
屋
外
の
「
外
神
屋
」
が
基
本
で
、
こ
れ
と
隣
接
す

る
場
所
に
神
面
や
採
物
、
幣
な
ど
を
奉
安
し
、
舞
手
が
身
支
度
を
行
う

「
内
神
屋
」「
祝
子
部
屋
」
が
設
け
ら
れ
る
。
神
屋
内
に
入
る
こ
と
が
で

き
る
の
は
、基
本
的
に
社
人
や
祝
子
な
ど
の
神
楽
斎
行
者
の
み
で
あ
る
。

④ 

神
楽
を
舞
う
御
神
屋
の
広
さ
は
、
小
川
神
楽
は
二
間
×
三
間
、
尾
八
重

神
楽
は
実
質
三
間
四
方
、
中
之
又
神
楽
は
実
質
一
八
帖
（
三
間
四
方
）、

銀
鏡
神
楽
も
楽
座
を
除
け
ば
実
質
三
間
四
方
で
、
三
間
四
方
が
多
い
。

現
行
の
能
舞
台
と
同
じ
広
さ
で
あ
り
、
舞
に
と
も
な
う
笛
、
太
鼓
な
ど

の
楽
座
は
、
中
之
又
神
楽
以
外
は
招
い
た
神
が
宿
る
神
籬
と
解
釈
で
き

る
シ
メ
（「
注
連
」「
𨕫
」）
の
前
の
神
棚
下
に
設
け
ら
れ
、
こ
れ
も
能

舞
台
と
同
様
な
配
置
に
な
っ
て
い
る
。

⑤ 

御
神
屋
に
は
最
奥
部
に
椎
や
榊
な
ど
の
常
緑
の
柴
木
に
よ
る
「
ヤ
マ
」

と
も
呼
ぶ
青
垣
が
設
え
ら
れ
、
こ
こ
に
「
注
連
」「
𨕫
」
が
立
て
ら
れ
、

こ
の
シ
メ
に
は
三
色
の
幣
な
ど
が
つ
け
ら
れ
て
意
味
づ
け
が
行
わ
れ
て

い
る
（
写
真
１
参
照
）。

⑥ 

御
神
屋
の
四
隅
に
は
竹
や
柱
が
立
て
ら
れ
、
四
周
に
注
連
縄
が
張
ら
れ

る
。
こ
の
注
連
縄
に
は
色
紙
を
用
い
た
幣
な
ど
が
共
通
し
て
付
け
ら
れ

る
が
、
尾
八
重
神
楽
で
は
ザ
ン
ゼ
ツ
と
呼
ん
で
神
名
な
ど
の
切
り
紙
も

付
け
ら
れ
る
（
写
真
２
参
照
）。

⑦ 

御
神
屋
最
奥
部
の
ヤ
マ
と
シ
メ
の
下
に
は
神
棚
が
設
け
ら
れ
、
こ
こ
に

「
神
迎
え
」
で
迎
え
て
き
た
神
を
祭
り
、
神
饌
な
ど
を
供
え
る
が
、
シ

メ
の
前
に
は
鳥
居
が
設
け
ら
れ
、
天
照
皇
大
神
の
神
札
が
祭
ら
れ
る
。

こ
う
し
た
形
式
か
ら
は
、
御
神
屋
で
の
神
祭
祀
は
鎮
守
社
な
ど
の
神
と

天
照
皇
大
神
の
二
重
構
造
を
も
ち
、
さ
ら
に
ザ
ン
ゼ
ツ
を
付
け
る
と
こ

ろ
で
は
御
神
屋
で
の
神
祭
祀
が
三
重
構
造
を
も
つ
。
な
お
、
供
え
ら
れ

る
神
饌
に
は
餅
や
御
神
酒
ば
か
り
で
な
く
、
猪
の
頭
や
山
鳥
、
か
つ
て

は
コ
バ
と
呼
ぶ
焼
畑
で
、
現
在
は
普
通
畑
つ
く
ら
れ
た
里
芋
な
ど
が
供

え
ら
れ
る
。

⑧ 

ヤ
マ
に
立
て
た
「
注
連
」「
𨕫
」
か
ら
御
神
屋
内
に
幾
筋
か
の
縄
が
張

ら
れ
、
こ
の
縄
に
「
ア
マ
（
天
）」
な
ど
と
呼
ぶ
天
蓋
状
の
も
の
な
ど

が
吊
ら
れ
る
。
神
楽
の
最
終
段
で
舞
わ
れ
る
「
繰
り
降
ろ
し
」
な
ど
の

番
付
で
は
、
こ
の
縄
を
も
っ
て
舞
い
、
最
後
は
注
連
・
𨕫
か
ら
縄
を
切

り
離
し
て
神
送
り
と
な
る
。
つ
ま
り
、
神
迎
え
は
神
面
や
神
輿
に
よ
る
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神
と
「
注
連
立
て
」「
𨕫
上
げ
」
な
ど
に
よ
る
招
神
、
神
送
り
も
「
繰

り
降
ろ
し
」「
注
連
倒
し
」
に
よ
る
送
神
と
神
面
や
神
輿
に
よ
る
神
送

り
の
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
ま
で
が
神
楽
斎
行
者
や
神
楽
の
場
に
つ
い
て
の
概
要
と
特
色
で
あ

る
が
、
神
楽
の
「
番
付
」
は
、
各
神
楽
と
も
頭
取
な
ど
が
各
人
の
舞
の
習

熟
度
な
ど
を
勘
案
し
、「
手
割
（
て
わ
り
）」
と
い
っ
て
各
番
付
の
舞
手
な

ど
を
決
め
る
。
そ
の
「
手
割
表
」
が
「
内
神
屋
」「
祝
子
部
屋
」
に
掲
示

さ
れ
、
こ
れ
が
神
楽
の
進
行
表
と
な
る
。
こ
う
し
て
斎
行
さ
れ
る
番
付
の

概
要
や
特
色
を
箇
条
書
き
に
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。
番
号
は
御
神
屋

の
概
要
・
特
色
か
ら
の
連
番
と
す
る
。

⑨ 

番
付
数
に
つ
い
て
は
、
村
所
神
楽
が
三
四
、
小
川
神
楽
が
三
一
、
越
野

尾
神
楽
が
三
五
、
尾
八
重
神
楽
が
三
三
、
中
之
又
神
楽
が
三
三
、
銀
鏡

神
楽
が
三
三
と
な
っ
て
い
る
。
番
付
の
数
は
三
三
が
基
本
で
あ
る
が
、

小
川
神
楽
に
は
現
在
は
途
絶
え
た
番
付
が
あ
っ
て
三
一
と
な
り
、
村
所

神
楽
の
三
四
番
は
最
後
の
「
狩
面
シ
シ
ト
ギ
リ
」
が
番
外
の
演
目
と
位

置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
で
、
こ
れ
を
除
け
ば
三
三
と
な
る
。
ま
た
、
何

を
番
付
に
含
め
る
か
は
、
た
と
え
ば
村
所
神
楽
は
「
修
祓
」「
献
饌
」「
注

連
拝
」
と
い
っ
た
神
事
を
番
付
に
含
め
、
尾
八
重
神
楽
で
は
神
迎
え
に

尾
八
重
神
社
拝
殿
で
舞
わ
れ
る
「
宮
神
楽
」
は
番
付
に
含
め
ず
、
神
庭

（
尾
八
重
神
楽
だ
け
の
表
記
）
に
「
𨕫
」
を
建
て
る
神
事
と
「
𨕫
上
」

の
舞
が
連
続
し
、
全
体
を
「
𨕫
上
」
と
い
う
番
付
に
括
る
と
い
う
よ
う

に
、神
楽
ご
と
に
番
付
構
成
に
歴
史
的
な
経
緯
が
あ
っ
て
差
異
が
あ
る
。

⑩ 

神
楽
の
神
事
・
番
付
が
進
行
す
る
な
か
で
は
、こ
の
場
へ
の
来
場
者（
観

客
）
が
「
神
楽
囃
子
」（
神
楽
せ
り
歌
）
と
い
い
、
舞
を
囃
す
歌
を
出

す
こ
と
が
で
き
る
区
切
り
が
そ
れ
ぞ
れ
に
あ
る
。
村
所
神
楽
で
は
一
番

か
ら
一
七
番
ま
で
の
「
神
神
楽
（
か
み
か
ぐ
ら
）」
と
一
八
番
か
ら

三
三
番
・
番
外
ま
で
の
「
民
神
楽
（
み
ん
か
ぐ
ら
）」
に
区
別
さ
れ
て

い
る
。
厳
格
な
区
切
り
に
な
っ
て
い
て
、「
神
神
楽
」
の
最
後
に
「
八

幡
様
」「
御
手
洗
様
」
な
ど
が
出
て
、
こ
の
後
に
「
注
連
拝
み
」
の
神
事
、

饌
供
（
餅
）
撒
き
、
夜
食
の
振
る
舞
い
が
あ
っ
て
、
一
八
番
か
ら
「
民

神
楽
」
と
な
る
。
こ
こ
で
は
神
楽
囃
子
を
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
番
付

群
を
「
神
事
神
楽
」、
出
す
こ
と
が
で
き
る
番
付
群
を
「
奉
納
芸
神
楽
」

と
す
る
と
、
小
川
神
楽
で
は
九
番
の
「
御
祭
神
様
」
ま
で
が
神
事
神
楽

で
、
こ
の
後
に
夜
食
が
振
る
舞
わ
れ
、
一
〇
番
か
ら
観
客
が
神
楽
囃
子

を
出
す
こ
と
が
で
き
る
。神
事
神
楽
は
、越
野
尾
神
楽
で
は
九
番
の「
稲

荷
（
赤
）」
ま
で
、
尾
八
重
神
楽
で
は
八
番
の
「
宿
神
」
ま
で
、
中
之

又
神
楽
で
は
六
番
の
「
大
社
舞
」
ま
で
、
銀
鏡
神
楽
で
は
一
〇
番
の
「
宿

神
三
宝
荒
神
」
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
神
事
神
楽
と
奉
納
芸
神
楽
と
い

う
区
分
が
共
通
し
て
存
在
す
る
が
、
そ
の
区
分
の
番
付
数
に
は
差
が
あ

る
。
た
だ
し
、
神
事
神
楽
の
最
終
段
で
は
先
に
あ
げ
た
よ
う
に
「
八
幡



米良山神楽の構成と御神屋神─ 9 ─

様
」「
御
祭
神
様
」
な
ど
の
よ
う
に
そ
の
神
楽
に
お
け
る
主
神
と
い
え

る
神
の
登
場
が
あ
り
、
こ
れ
が
済
ん
で
か
ら
奉
納
芸
神
楽
と
な
る
こ
と

は
一
致
し
て
お
り
、
村
所
神
楽
の
「
神
神
楽
」
と
「
民
神
楽
」
と
い
う

区
分
名
称
に
は
両
番
付
群
の
性
格
が
端
的
に
示
さ
れ
て
い
る
。

⑪ 

神
楽
の
初
め
に
「
注
連
拝
」
や
「
𨕫
上
」
な
ど
の
神
事
を
行
う
場
合
も

あ
る
が
、
い
ず
れ
の
神
楽
も
舞
と
し
て
は
「
清
山
」「
花
の
舞
」
と
「
地

割
」
と
い
う
三
つ
の
番
付
が
初
め
の
方
で
舞
わ
れ
る
。
こ
れ
ら
最
初
の

三
つ
の
番
付
に
は
御
神
屋
の
浄
め
・
祓
え
と
か
、
御
神
屋
で
の
散
華
と

い
っ
た
意
味
が
あ
る
が
、
宮
崎
県
の
高
千
穂
神
楽
や
椎
葉
神
楽
な
ど
に

は
「
式
三
番
」
の
番
付
が
あ
っ
て
、
こ
れ
に
は
こ
の
演
目
を
呼
称
の
通

り
三
つ
の
番
付
に
限
定
し
て
い
る
式
三
番
演
目
限
定
型
の
場
合
と
、「
式

三
番
」
を
そ
の
性
格
か
ら
神
事
性
の
強
い
番
付
と
し
て
多
く
を
こ
れ
に

あ
て
て
い
る
式
三
番
意
味
内
容
型
の
場
合
が
あ
る
。
先
に
あ
げ
た
村
所

神
楽
な
ど
の
神
事
神
楽
は
後
者
に
相
当
す
る
が
、
そ
れ
で
は
こ
こ
に
あ

げ
た
「
清
山
」「
花
の
舞
」「
地
割
」
を
ど
う
位
置
づ
け
る
か
と
い
う
問

題
が
で
て
く
る
。

⑫ 

着
面
で
登
場
し
て
神
出
現
を
表
現
す
る
神
面
舞
に
は
、
い
ず
れ
も
こ
の

前
後
に
「
地
舞
」
と
呼
ば
れ
る
着
面
な
し
の
素
面
の
採
物
舞
が
付
随
し

て
い
る
。

⑬ 

尾
八
重
神
楽
と
中
之
又
神
楽
に
は
「
四
方
鬼
神
」「
四
人
神
す
い
舞
」

な
ど
の
名
で
、
銀
鏡
神
楽
で
は
「
神
崇
」
と
い
う
名
で
五
行
（
陰
陽
五

行
）
の
信
仰
を
表
現
す
る
舞
が
あ
る
。

⑭ 

記
紀
神
話
の
天
石
屋
戸
神
話
に
基
づ
く
岩
戸
開
き
系
の
番
付
は
、
そ
れ

ぞ
れ
神
楽
に
お
い
て
終
段
に
近
い
夜
明
け
頃
に
登
場
す
る
。
た
だ
し
、

こ
の
番
付
の
神
面
舞
に
は
地
舞
は
付
随
し
な
い
。

⑮ 

岩
戸
開
き
系
番
付
の
前
に
は
蛇
な
ど
と
考
え
ら
れ
て
い
る
藁
綱
を
用
い

る
番
付
が
あ
り
、
ま
た
、
岩
戸
開
き
系
番
付
の
前
後
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
神
楽
に
田
の
神
舞
系
、
早
乙
女
舞
系
と
い
え
る
豊
穣
祈
願
の
番
付
が

存
在
す
る
。

⑯ 

神
楽
番
付
の
最
終
段
に
は
、
銀
鏡
神
楽
以
外
は
「
成
就
神
楽
」
な
ど
と

い
わ
れ
て
い
る
願
成
就
を
表
す
神
楽
が
あ
り
、
ま
た
、
中
之
又
神
楽
以

外
に
は
竈
祓
い
を
行
う
火
の
神
舞
・
お
清
が
あ
り
、
両
者
を
こ
の
地
域

の
共
通
的
な
番
付
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。「
成
就
神
楽
」
は
社
人

や
祝
子
だ
け
で
な
く
、こ
の
場
に
い
る
観
客
も
加
わ
る
こ
と
が
あ
っ
て
、

ま
さ
に
神
楽
斎
行
自
体
が
願
成
就
に
あ
た
る
こ
と
の
表
現
で
は
な
い
か

と
思
わ
れ
る
。
ま
た
、「
火
の
神
」
な
ど
に
よ
る
竈
祓
い
か
ら
は
、
神

楽
に
は
生
活
と
密
接
に
結
び
つ
く
要
素
が
含
ま
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

⑰ 
奉
納
芸
神
楽
に
は
山
の
神
や
鹿
倉
様
と
い
っ
た
狩
猟
神
を
表
現
す
る
番

付
、
猪
狩
り
の
様
相
や
猪
の
生
態
を
獅
子
で
表
現
す
る
舞
が
あ
り
、
村

所
神
楽
や
銀
鏡
神
楽
で
は
、
最
終
段
に
猪
狩
り
そ
の
も
の
を
表
現
す
る
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シ
シ
ト
ギ
リ
の
演
目
が
存
在
す
る
。

　

米
良
山
地
域
の
神
楽
が
ど
の
よ
う
な
構
成
に
な
っ
て
い
る
の
か
、
一
七

の
項
目
に
整
理
し
た
が
、
こ
れ
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
こ
の
地
域
で
も
い

く
つ
か
の
「
荒
神
」
が
登
場
し
、
宮
司
な
ど
と
の
問
答
を
行
っ
て
い
る
。

こ
の
「
荒
神
問
答
」
に
つ
い
て
は
、
渡
辺
伸
夫
氏
が
諸
塚
村
の
日
が
暮
神

楽
の
天
文
十
五
年
（
一
五
四
六
）
の
「
た
け
く
ら
べ
」
に
あ
る
詞
章
が
こ

れ
に
あ
た
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
番
付
は
宮
崎
県
内
で
は

多
く
の
神
楽
に
出
て
き
て
、
注
目
さ
れ
る
存
在
で
あ
る
。
こ
の
番
付
は
右

の
⑮
に
あ
げ
た
藁
蛇
が
登
場
す
る
「
綱
神
楽
」
な
ど
と
関
連
づ
け
な
が
ら

意
味
づ
け
の
検
討
が
必
要
と
な
る
。

　

こ
の
よ
う
に
注
目
さ
れ
る
内
容
は
一
七
項
目
以
外
に
も
あ
る
が
、
こ
れ

ら
は
米
良
山
神
楽
の
構
成
内
容
で
あ
る
と
と
も
に
、
こ
の
地
域
の
神
楽
研

究
の
課
題
で
も
あ
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
こ
れ
ら
は
筆
者
自
身
の
神
楽
研

究
の
ロ
ー
ド
マ
ッ
プ
の
一
端
で
も
あ
る
。
全
体
を
明
ら
か
に
す
る
に
は
長

い
時
間
を
要
す
る
の
で
、
今
回
は
初
め
に
述
べ
た
よ
う
に
⑦
の
御
神
屋
に

祭
ら
れ
る
神
に
限
定
し
て
検
討
し
て
い
く
。

三
、
御
神
屋
の
神

　

⑦
に
あ
げ
た
よ
う
に
神
楽
の
場
に
は
、
神
楽
を
奉
納
す
る
そ
の
地
の
鎮

守
社
の
神
が
神
輿
な
ど
で
遷
さ
れ
た
り
、
神
社
な
ど
に
奉
安
さ
れ
て
い
る

神
面
を
迎
え
た
り
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は
い
わ
ゆ
る
記
紀
に
表
現
さ
れ
て

い
る
神
で
は
な
く
、「
八
幡
様
」
と
か
「
大
社
様
」、
あ
る
い
は
「
宿
神
」

と
呼
ば
れ
る
神
が
迎
え
ら
れ
、
こ
れ
ら
は
い
ず
れ
も
番
付
の
中
で
神
面
舞

と
し
て
登
場
す
る
。
身
体
を
も
っ
た
神
と
し
て
登
場
し
、
ム
ラ
人
た
ち
は

こ
れ
を
拝
し
、
お
ひ
ね
り
に
し
た
賽
銭
を
こ
の
神
に
投
じ
て
い
る
。
宝
冠

を
着
け
て
い
る
場
合
が
多
く
、
投
げ
た
賽
銭
が
こ
の
宝
冠
や
袖
な
ど
着
衣

の
中
に
入
る
こ
と
を
吉
と
し
て
い
る
。

　

御
神
屋
に
は
こ
う
し
た
神
々
と
は
別
に
、
ヤ
マ
な
ど
と
呼
ぶ
椎
や
榊
な

ど
の
柴
木
の
青
垣
の
中
に
立
て
た
「
注
連
」「
𨕫
」
の
前
に
鳥
居
を
立
て
、

こ
こ
に
は
「
天
照
皇
大
神
」
の
木
の
神
札
が
掲
げ
ら
れ
る
。
村
所
神
楽
で

は
「
本
注
連
」
を
立
て
る
場
合
は
、
こ
れ
と
は
別
に
小
さ
な
金
幣
を
山
形

に
立
て
た
「
百
本
注
連
」
が
つ
く
ら
れ
、
こ
こ
に
は
鳥
居
に
「
豊
受
大
神
」

の
木
の
神
札
が
掲
げ
ら
れ
る
。「
天
照
皇
大
神
」
を
「
注
連
」「
𨕫
」
に
ま

つ
る
こ
と
は
米
良
山
の
神
楽
で
は
ど
こ
で
も
行
わ
れ
て
い
て
、
御
神
屋
で

祭
ら
れ
る
神
は
、
表
象
と
し
て
は
二
重
構
造
を
も
っ
て
い
る
。

　

御
神
屋
に
祭
ら
れ
る
神
は
こ
れ
ら
だ
け
で
は
な
く
、
米
良
山
地
域
の
神

楽
で
は
尾
八
重
神
楽
だ
け
だ
が
、
御み
こ
う
や

神
庭
の
四
周
に
張
っ
た
注
連
縄
に
ザ

ン
ゼ
ツ
と
い
い
、
半
紙
に
神
名
な
ど
を
切
っ
て
表
現
し
た
も
の
が
吊
ら
れ

る（
写
真
２
参
照
）。ザ
ン
ゼ
ツ
に
は「
天
八
下
魂
命
」「
天
三
下
魂
命
」「
天
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合
魂
命
」「
天
八
百
日
魂
命
」「
天
八
十
萬
日
魂
命
」「
大
直
日
神
」「
神
直

日
神
」「
八
乙
女
」「
鳥
居
」「
社
」「
男
馬
」「
女
馬
」
の
一
二
種
類
が
あ
り
、

神
籬
で
あ
る
「
山
」
の
前
に
は
「
八
乙
女
」
八
枚
、
御
神
庭
正
面
（
西
）

に
は
「
天
八
百
日
魂
命
」「
社
」
な
ど
七
枚
、
東
に
は
「
天
合
魂
命
」「
鳥

居
」
な
ど
七
枚
、
北
に
は
「
天
八
下
魂
命
」「
鳥
居
」
な
ど
七
枚
、
南
に

は
「
天
三
下
魂
命
」「
鳥
居
」
な
ど
七
枚
、
中
央
部
に
は
「
天
八
十
萬
日

魂
命
」「
鳥
居
」
な
ど
七
枚
の
合
計
四
三
枚
が
吊
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
形
の
神
々
も

含
め
る
と
、
尾
八
重
神
楽

に
お
い
て
は
性
格
の
異
な

る
神
々
が
三
重
構
造
と

な
っ
て
表
象
さ
れ
て
い
る

こ
と
に
な
る
。
三
重
構
造

の
神
表
象
は
異
質
な
神
、

つ
ま
り
鎮
守
社
の
神
と
い

う
ム
ラ
人
た
ち
の
生
活
に

密
着
し
た
、
こ
の
意
味
で

は
庶
民
信
仰
の
神
、
天
照

皇
大
神
の
祭
祀
と
い
う
、

い
わ
ば
国
家
的
な
祭
祀
と

結
び
つ
い
た
神
社
神
道
の

神
、
そ
し
て
、「
天
八
下

魂
命
」「
天
三
下
魂
命
」「
天
合
魂
命
」「
天
八
百
日
魂
命
」「
天
八
十
萬
日

魂
命
」
と
い
っ
た
記
紀
に
は
登
場
し
な
い
神
々
が
祭
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
は
最
後
に
あ
げ
た
「
天
八
下
魂
命
」「
天
三
下
魂
命
」「
天
合
魂

命
」「
天
八
百
日
魂
命
」「
天
八
十
萬
日
魂
命
」
に
つ
い
て
み
て
い
く
と
、

い
う
ま
で
も
な
く
こ
の
神
々
は
、
著
者
は
不
明
だ
が
平
安
時
代
の
九
世
紀

写真１　尾八重神楽・御神庭（2019年12月）

写真２　尾八重神楽・御神庭のザンゼツ（天三下魂命）
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後
半
の
編
さ
ん
で
、
記
紀
に
あ
る
神
々
の
物
語
に
関
す
る
神
学
書
と
も
い

え
る
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
出
て
く
る
神
々
に
淵
源
す
る
と
い
え
よ
う
。

同
書
巻
第
一
「
神
代
本
紀
」
の
「
神
代
系
紀
」
初
め
に
次
の
よ
う
に
あ
る
。

そ
れ
は
「
天
祖
天
譲
日
天
狭
霧
国
禅
日
国
狭
霧
尊
」
と
し
て
、

　

二
代
俱
生
天
神
。

別
天
八
下
尊
。
独
化
天
神
第
一
世
之
神
也
。

　

三
代
耦
生
天
神
。

別
天
三
降
尊
。
独
化
天
神
第
二
世
之
神
也
。

　

四
代
耦
生
天
神
。

別
天
合
尊
。
亦
云
二

天
鏡
尊
一

。
独
化
天
神
第
三
世
之
神
也
。

　

五
代
耦
生
天
神
。

別
天
八
百
日
尊
。
独
化
天
神
第
四
世
之
神
也
。

　

六
代
耦
生
天
神
。

別
天
八
十
萬
魂
尊
。
独
化
天
神
第
五
世
之
神
也
。

　

七
代
耦
生
天
神
。

別
高
皇
産
霊
尊
。
亦
名
高
魂
尊
。
亦
名
高
木
命
。
独
化
天
神
第
六
世

之
神
也
。

と
記
載
さ
れ
、
七
代
以
降
は
「
伊
弉
諾
尊
・
伊
弉
冉
尊
」、「
皇
産
霊
尊
」

な
ど
の
説
明
に
も
な
っ
て
い
る）

（1
（

。

　
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
こ
こ
に
出
て
く
る
「
天
神
」
の
う
ち
、
二
代
か

ら
六
代
ま
で
の
別
尊
を
室
町
時
代
中
期
の
卜
部
兼
俱
の
時
代
に
編
纂
さ
れ

た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』（
兼
倶
自
筆
）
で
は
、

問
、
人
之
五
行
者
、
何
哉
、

　
　
　

答
、
人
亦
有
二

五
大
神
一

、
地
、
水
、
火
、
風
、
空
之
五
大
輪
神
也
、

　
　
　

故
頌
曰
、
地
大
輪
神　

天
八
降

命

　
　
　
　
　
　
　

水
大
輪
神　

天
三
降

命

　
　
　
　
　
　
　

火
大
輪
神　

天
合

命

　
　
　
　
　
　
　

風
大
輪
神　

天
八
百
日
魂
命

　
　
　
　
　
　
　

空
大
輪
神　

天
八
十
萬
日
魂
命

と
し
て
、
さ
ら
に
「
右
五
大
神
者
、
人
之
荒
魂
、
如
影
隨
形
、

九
万
八
千
五
百
七
十
二
神
太
祖
神
也
」
と
説
明
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
こ
に
問
う

て
い
る
「
人
之
五
行
」
に
つ
い
て
は
、
同
書
で
は
「
人
ノ

六
神
道
ト
ハ

」
と

い
う
問
い
に
対
し
て
「
人
ニ

有
二

性
命
成
就
神
道
一

、
加
二

人
ノ

五
行
一

、
為

二

六
神
道
一

」
と
答
え
て
い
て
、「
人
之
五
行
」
つ
ま
り
地
・
水
・
火
・
風
・

空
に
「
性
命
成
就
」
の
神
の
道
を
加
え
た
の
が
「
六
神
道
」
と
説
い
て
い

る
。「
地
・
水
・
火
・
風
・
空
」
は
い
わ
ゆ
る
五
輪
塔
の
五
輪
の
意
味
づ

け
に
も
な
っ
て
い
る
の
で
あ
り
、
こ
こ
に
は
仏
教
的
な
教
義
も
持
ち
込
ま

れ
て
い
る
。

　
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
「
尊
」
を
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
で
は
「
魂
命
」

に
し
て
解
釈
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
影
の
如
く
に
寄
り
添
う
人
の
「
荒
魂
」
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と
説
明
す
る
が
、『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
は
「
五
臓
」
や
「
五
肉
」「
五

味
」「
五
香
」
な
ど
を
例
示
し
な
が
ら
「
五
行
」
の
説
明
も
し
て
お
り
、

こ
の
書
は
神
学
を
説
く
教
義
書
で
あ
る
と
い
え
る
。
神
楽
の
場
に
こ
の

神
々
が
持
ち
込
ま
れ
て
い
る
の
は
、「
人
之
五
行
」
に
「
性
命
成
就
神
道
」

を
加
え
て
い
る
こ
と
に
拠
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
神
楽
斎
行
は
、
こ
こ

で
は
詳
述
は
し
な
い
が
願
成
就
と
し
て
の
意
味
を
も
っ
て
お
り
、
現
段
階

で
は
こ
れ
を
「
性
命
成
就
」
と
結
び
つ
け
て
「
天
八
下
魂
命
」「
天
三
下

魂
命
」「
天
合
魂
命
」「
天

八
百
日
魂
命
」「
天
八
十

萬
日
魂
命
」
を
御
神
庭
の

神
に
祭
っ
た
の
で
は
と
推

測
し
て
お
く
。

　

こ
う
し
た
『
唯
一
神
道

名
法
要
集
』の
神
々
は
、尾

八
重
神
楽
だ
け
で
な
く
、

た
と
え
ば
西
都
市
の
穂
北

神
楽
で
は
、
御
神
屋
の
東

に
は
「
天
八
百
日
魂
命
」、

南
に
は
「
天
合
日
魂
命
」、

西
に
は
「
天
八
十
万
日
魂

命
」、
北
に
は
「
天
三
下
日
魂
命
」、
中
央
に
は
「
天
八
下
日
魂
命
」
と
書

い
た
神
名
幡
を
垂
ら
し
、
そ
の
他
の
ザ
ン
ゼ
ツ
を
御
神
屋
の
上
部
に
巡
ら

し
て
い
る
。
新
富
町
の
新
田
神
楽
で
も
、
東
に
「
天
合
魂
命
」、
南
に
「
天

八
百
日
魂
命
」、
西
に
「
天
八
十
万
日
魂
命
」、
北
に
「
天
三
下
魂
命
」、

中
央
に
「
天
八
下
魂
命
」
な
ど
の
切
り
紙
が
注
連
縄
に
付
け
ら
れ
て
い
て

（
写
真
４
参
照
）、
こ
れ
ら
の
神
々
の
表
示
は
尾
八
重
神
楽
か
ら
東
の
地

域
へ
と
平
野
部
に
も
広
が
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
宮
崎
県
南
部
と
も
い
え
る
日
南
市
の
潮
嶽
神
社
の
潮
嶽
神
楽
で

写真４　�新田神楽・御神屋（「注連」とザン
ゼツ）（2019年２月）

写真３　潮嶽神楽・御神屋と神名幡（2018年２月）
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は
、
御
神
屋
の
周
囲
に
注
連
縄
を
張
っ
て
、
こ
こ
に
紙
に
書
い
た
神
名
幡

を
竹
に
付
け
て
立
て
て
い
る
。
そ
れ
は
正
面
上
座
に
「
国
常
立
尊
」、
左

に
「
万
魂
尊
」「
天
八
百
日
尊
」「
大
戸
道
尊
」「
武
乳
速
尊
」「
天
三
降
尊
」、

入
口
に
「
豊
磐
間
戸
尊
」、
右
上
座
に
「
天
八
下
尊
」「
天
譲
日
国
譲
月
彦

舅
尊
」「
埿
土
煮
尊
」「
天
合
尊
」「
振
魂
尊
」「
豊
斟
渟
尊
」、
入
口
に
「
櫛

磐
間
戸
尊
」
の
十
四
神
で
あ
る
（
写
真
３
参
照
）。
こ
こ
に
も
記
紀
に
は

な
い
『
先
代
旧
事
本
紀
』
に
基
づ
く
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
の
「
人
之

五
行
」
だ
け
で
は
な
く
、
た
と
え
ば
「
武
乳
速
尊
」
は
『
先
代
旧
事
本
紀
』

の
「
神
代
系
紀
」
に
あ
る
「
武
乳
遺
尊
」
に
表
記
が
近
く
、「
天
譲
日
国

譲
月
彦
舅
尊
」
も
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
天
祖
で
あ
る
「
天
譲
日
天
狭
霧

国
禅
月
国
狭
霧
尊
」
に
近
い
。「
万
魂
尊
」「
振
魂
尊
」
も
『
先
代
旧
事
本

紀
』
の
「
神
代
系
紀
」
の
「
天
降
之
神
」
に
出
て
く
る
。
ま
た
、「
豊
磐

間
戸
尊
」「
櫛
磐
間
戸
尊
」
に
つ
い
て
も
『
先
代
旧
事
本
紀
』
の
「
神
祇

本
紀
」
に
殿
門
の
守
衛
と
し
て
「
豊
磐
間
戸
命
」「
櫛
磐
間
戸
命
」
が
登

場
す
る
。
潮
嶽
神
楽
の
御
神
屋
入
口
に
こ
の
二
神
幡
が
立
て
ら
れ
る
の
は

こ
の
殿
門
の
守
衛
に
拠
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。

　

さ
ら
に
こ
こ
に
は
『
日
本
書
紀
』
の
「
神
世
七
代
」
の
う
ち
か
ら
五
尊

を
と
っ
て
「
天
之
五
行
」
の
神
と
す
る
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
の
教
え

か
ら
と
い
え
る
「
大
戸
道
尊
」「
埿
土
煮
尊
」「
豊
斟
渟
尊
」
も
い
る
。『
唯

一
神
道
名
法
要
集
』
で
は
、「
天
之
五
行
」
は
天
の
「
五
大
神
」
で
あ
り
、

こ
れ
を
水
、
火
、
木
、
金
、
土
の
「
元
気
ノ
神
」
と
し
て
次
の
よ
う
に
説

い
て
い
る
。

　
　

元
気
水
徳
神　

国
狭
槌
尊

　
　

元
気
火
徳
神　

豊
斟
渟
尊

　
　

元
気
木
徳
神　

泥
土
煮
沙
土
煮
尊

　
　

元
気
金
徳
神　

大
戸
之
道
大
苫
邊
尊

　
　

元
気
土
徳
神　

面
足
惶
根
尊

　

こ
れ
を
「
天
之
神
光
、一
万
一
千
五
百
二
十
太
祖
神
也
」
と
説
明
し
て

い
る）

（1
（

。

　

同
様
な
ザ
ン
ゼ
ツ
は
同
じ
日
南
市
の
潟
上
神
社
の
神
楽
に
も
あ
っ
て
、

昭
和
四
十
六
年
（
一
九
七
一
）
十
月
に
鈴
木
重
家
氏
に
よ
っ
て
記
さ
れ
た

『
潟
上
神
社
神
楽
全
集
』
に
は
、
御
神
屋
の
ま
わ
り
に
立
て
る
神
名
幡
に

「
天
譲
日
譲
月
彦
舅
命
」「
国
狭
槌
命
」「
天
八
下
命
」「
萬
魂
命
」「
天

八
百
日
命
」「
泥
土
煮
命
」「
櫛
磐
窓
命
」「
豊
磐
窓
命
」「
豊
斟
渟
命
」「
武

乳
速
命
」「
天
三
下
命
」「
振
魂
命
」「
大
戸
道
命
」「
天
合
命
」
が
あ
る
。

さ
ら
に
「
七
五
三
神
」
の
「
天
神
七
代
」
の
説
明
に
は
『
日
本
書
紀
』
の

神
世
七
代
で
あ
る
「
国
常
立
尊
」「
国
狭
槌
尊
」「
豊
斟
渟
尊
」「
埿
土
煮

尊
沙
土
煮
尊
」「
大
戸
之
道
尊
大
苫
邊
尊
」「
面
足
尊
惶
根
尊
」「
伊
弉
諾
尊
・

伊
弉
冉
尊
」
と
、
天
照
大
神
・
月
読
尊
・
素
戔
嗚
尊
が
登
場
す
る）

（1
（

。

　

日
南
市
で
は
尾
八
重
神
楽
や
穂
北
神
楽
・
新
田
神
楽
と
は
違
っ
た
か
た
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ち
で
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
か
ら
の
影
響
が
認
め
ら
れ
、
同
市
の
塚
田

神
社
、
駒
宮
神
社
、
中
村
神
社
、
日
之
御
碕
神
社
、
榎
原
神
社
、
風
田
神

社
、
萩
之
嶺
神
社
、
大
窪
神
社
、
酒
谷
神
社
、
松
尾
神
社
、
脇
本
神
社）

（1
（

な

ど
、
広
範
囲
に
潮
嶽
神
楽
と
同
様
な
神
名
が
出
て
く
る
。

　

以
上
で
は
御
神
屋
に
登
場
す
る
神
々
を
あ
げ
て
き
た
が
、
高
千
穂
神
楽

の
番
付
「
地
割
」
の
「
荒
神
」
の
唱
教
で
あ
る
唱
え
言
の
中
に
は
、「
天

地
鎮
ま
る
そ
の
中
に
一
つ
の
も
の
あ
り
。
形
あ
し
か
び
の
如
し
。
即
ち
化

し
て
神
と
現
れ
こ
れ
を
国
常
立
尊
と
い
う
な
り
。
二
代
国
狭
槌
尊
陽
神
な

り
。
木
の
徳
を
以
て
王
た
り
。（
中
略
）
木
の
性
定
ま
り
て
木
神
句
句
廼

智
命
と
変
化
を
な
し
」「
三
代
目
豊
国
主
尊
火
の
徳
を
以
て
王
た
り
。（
中

略
）
火
の
性
定
ま
り
て
火
の
神
軻
遇
槌
命
と
変
化
を
な
し
」「
四
代
大
戸

之
道
尊
・
大
戸
之
辺
尊
二
神
金
の
徳
を
以
て
王
た
り
。（
中
略
）
金
の
性

定
ま
り
て
金
神
金
山
彦
命
と
変
化
を
な
し
」「
五
代
泥
土
煎
尊
・
沙
土
煎

尊
二
神
、
水
の
徳
を
以
て
王
た
り
。（
中
略
）
水
の
性
定
ま
り
て
水
神
罔

象
女
命
と
変
化
し
」「
六
代
面
定
尊
・
惶
根
尊
二
神
土
の
徳
を
以
て
王
た
り
。

（
中
略
）
土
の
性
定
ま
り
て
土
神
埴
山
姫
命
と
変
化
を
な
し
」
と
あ
る）

（1
（

。

　

こ
の
荒
神
の
唱
教
は
『
日
本
書
紀
』
の
神
世
七
代
の
五
尊
を
、
伊
弉
冉

が
火
の
神
を
産
む
こ
と
で
陰
部
を
焼
か
れ
て
苦
し
み
、
そ
の
身
体
か
ら
排

出
さ
れ
た
も
の
か
ら
生
ま
れ
た
神
々
な
ど
で
説
明
し
て
い
る
と
も
い
え
る

が
、
要
は
「
春
三
月
」「
夏
三
月
」「
秋
三
月
」「
冬
三
月
」
と
最
後
の
「
埴

山
姫
命
」
は
「
四
季
の
土
用
三
年
に
一
度
の
閏
月
を
知
ら
し
め
給
う
」
と

木
火
土
金
水
と
い
う
陰
陽
五
行
説
の
五
行
を
説
く
も
の
で
あ
る
。
さ
ら
に

『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
で
は
、
こ
れ
ら
の
命
を
「
地
之
五
行
」
と
し
て

木
祖
、
火
祖
、
土
祖
、
金
祖
、
水
祖
と
し
て
い
る
。
先
の
荒
神
唱
教
の
神

（
命
）
の
説
明
と
一
致
す
る
の
で
あ
る
。

　

前
述
の
よ
う
に
『
日
本
書
紀
』
の
神
世
七
代
の
う
ち
の
五
尊
を
『
唯
一

神
道
名
法
要
集
』
で
は
「
天
之
五
行
」
と
し
、
こ
れ
に
木
火
金
水
と
土
の

五
行
を
結
び
つ
け
て
そ
れ
ぞ
れ
の
神
を
説
い
て
い
る
の
で
あ
る
。つ
ま
り
、

高
千
穂
神
楽
の
荒
神
唱
教
は
『
日
本
書
紀
』
か
ら
の
神
々
と
い
う
よ
り
、

唯
一
神
道
に
よ
る
「
天
之
五
行
」「
地
之
五
行
」
説
に
拠
る
と
い
う
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
『
唯
一
神
道
名
法
要
集
』
の
神
々
は
、
御
神
屋

の
ザ
ン
ゼ
ツ
ば
か
り
で
な
く
、
唱
教
に
も
な
っ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
唯
一
神
道
の
神
々
は
、
吉
田
家
に
よ
る
秘
伝
書
の
一
つ
で
あ

る
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の
「
事
相
方
内
伝
草
案
」
巻
第
十
四
之
内
三

に
は
、「
神
楽
面
授
口
吷
」の
い
く
つ
か
後
に「
御
湯
十
五
反
濯
除　

口
伝
」

の
「
五
行
霊
文
」
と
し
て
、

　
　

国
狭
槌
尊

　
　

豊
斟
渟
尊

　
　

泥
土
煮
尊　

沙
土
煮
尊

　
　

大
戸
道
尊　

大
苫
邊
尊
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面
足
之
尊　

惶
根
之
尊

　
　

句
句
廼
智
命

　
　

軻
遇
槌
命

　
　

埴
安
之
命

　
　

金
山
彦
命

　
　

罔
象
女
命

　
　

天
八
下
魂
命

　
　

天
三
下
魂
命

　
　

天
合
魂
命

　
　

天
八
百
日
魂
命

　
　

天
八
十
萬
日
魂
命

が
あ
げ
ら
れ
て
い
る
。「
五
行
霊
文
」
に
は
先
に
あ
げ
た
「
人
之
五
行
」

と
『
日
本
書
紀
』
の
神
世
七
代
を
用
い
た
「
天
之
五
行
」
さ
ら
に
「
地
之

五
行
」
が
登
場
す
る
の
で
あ
る）

（1
（

。
先
に
あ
げ
た
高
千
穂
神
楽
の
荒
神
の
唱

教
は
、
ま
さ
に
こ
の
五
行
霊
文
に
拠
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
木
火
金
水

と
土
と
い
う
五
行
の
徳
で
「
尊
」
が
「
命
」
の
神
に
変
わ
る
と
い
う
の
で

あ
る）

11
（

。

　

従
来
の
宮
崎
県
の
神
楽
伝
承
に
つ
い
て
、
山
口
保
明
氏
は
「
高
千
穂
神

楽
は
神
道
化
の
最
も
進
ん
だ
神
楽）

1（
（

」
と
説
明
し
、
こ
う
し
た
先
行
研
究
を

う
け
て
県
内
各
地
域
の
神
楽
の
特
色
が
説
明
さ
れ
て
き
た
が
、
こ
こ
で
あ

げ
た
よ
う
に
御
神
屋
の
神
と
し
て
は
新
富
町
や
宮
崎
市
か
ら
内
陸
部
の
西

都
市
北
西
部
の
地
域
で
の
唯
一
神
道
の
影
響
は
確
実
で
、
さ
ら
に
日
南
市

を
中
心
と
す
る
県
南
の
沿
海
地
域
で
は
、
こ
れ
と
は
別
の
か
た
ち
で
そ
れ

が
如
実
に
表
れ
て
い
る
。
ま
た
、
高
千
穂
神
楽
で
は
そ
の
影
響
が
唱
教
の

な
か
に
表
れ
て
い
る
と
い
う
よ
う
に
、
唯
一
神
道
の
影
響
と
い
っ
て
も
一

律
的
で
な
か
っ
た
よ
う
で
、
宮
崎
県
内
の
神
楽
と
唯
一
神
道
と
の
関
係
は

改
め
て
検
証
、
検
討
を
加
え
る
必
要
が
あ
る
。

　

初
め
に
あ
げ
た
琉
球
の
神
楽
で
の
、
薩
摩
鹿
児
島
の
諏
方
大
明
神
社
の

佐
藤
信
年
か
ら
の
神
道
の
教
え
、
三
十
三
座
の
神
楽
は
、
同
社
大
宮
司
が

幕
末
に
は
吉
田
家
配
下
の
触
頭
と
な
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
は
、
唯
一
神
道

の
教
え
、そ
の
影
響
下
の
神
楽
で
あ
っ
た
蓋
然
性
が
高
い
。で
あ
る
な
ら
、

宮
崎
県
な
ど
南
九
州
の
神
楽
に
お
け
る
以
上
に
み
て
き
た
唯
一
神
道
の
影

響
と
い
う
の
も
、
同
様
に
先
に
あ
げ
た
吉
田
家
の
触
頭
、
組
頭
な
ど
の
地

位
に
あ
っ
た
大
宮
司
、
神
主
か
ら
の
影
響
と
考
え
る
の
が
、
こ
れ
も
蓋
然

性
が
高
い
と
い
え
よ
う
。
現
在
の
日
南
市
は
江
戸
時
代
の
飫
肥
藩
領
で
あ

り
、
井
上
氏
の
先
の
研
究
で
は
、
飫
肥
領
で
は
城
下
四
社
で
あ
る
宮
之
城

村
の
田
上
八
幡
宮
、
板
敷
村
の
春
日
大
明
神
、
中
嶋
田
村
の
石
清
水
八
幡

宮
、
新
山
村
の
稲
荷
大
明
神
と
、
本
郷
村
の
加
護
八
幡
宮
、
鵜
戸
山
の
鵜

戸
権
現
が
配
下
で
あ
っ
た）

11
（

。

　

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
米
良
山
神
楽
の
構
成
か
ら
は
、
こ
の
地
域
の
神
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楽
に
多
く
の
特
色
が
見
い
だ
せ
る
と
と
も
に
、
神
楽
研
究
の
課
題
の
析
出

も
行
え
る
。
本
稿
は
そ
の
中
か
ら
一
つ
の
課
題
を
選
ん
だ
だ
け
で
、
今
後

に
残
さ
れ
た
課
題
は
多
く
あ
る
。

注（１
） 

全
国
各
地
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
神
楽
の
数
は
、
文
化
庁
に
よ
る
都
道
府
県
ご
と
の

民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
に
「
神
楽
」
と
し
て
記
載
さ
れ
て
い
る
保
護
団
体
数

を
集
計
し
た
も
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
こ
の
調
査
は
昭
和
五
六
年
（
一
九
八
一
）

か
ら
始
ま
り
、
多
く
が
平
成
元
年
（
一
九
八
九
）
か
ら
九
年
（
一
九
九
七
）
の
間

に
行
わ
れ
て
い
る
が
、
現
時
点
で
未
調
査
の
県
が
い
く
つ
か
あ
る
。
従
っ
て
神
楽

保
護
団
体
数
は
、
特
定
年
次
の
も
の
で
は
な
い
。
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
都

道
府
県
で
確
認
で
き
た
数
は
四
〇
一
六
団
体
で
あ
る
。
未
調
査
県
の
う
ち
、
例
え

ば
広
島
県
で
は
北
広
島
町
だ
け
で
も
六
〇
団
体
が
あ
り
、
県
全
体
で
は
三
〇
〇
団

体
ほ
ど
と
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
数
に
基
づ
い
て
未
調
査
県
も
含
め
て
推
定
し

た
概
数
が
四
五
〇
〇
で
あ
る
。
本
稿
で
取
り
上
げ
る
宮
崎
県
の
場
合
は
二
〇
四
団

体
が
数
え
ら
れ
る
が
、
神
楽
が
奉
納
さ
れ
る
神
社
数
（
地
区
数
）
は
三
〇
〇
ほ
ど

に
な
る
。
概
数
は
こ
れ
も
勘
案
し
た
数
で
あ
る
。
現
在
は
一
九
八
〇
年
代
か
ら
す

で
に
四
〇
年
ほ
ど
が
経
過
し
て
お
り
、
現
在
も
神
楽
を
実
際
に
斎
行
し
て
い
る
保

護
団
体
数
は
右
記
の
数
よ
り
減
少
し
て
い
る
。
な
お
、
民
俗
芸
能
の
獅
子
舞
に
つ

い
て
は
、
神
楽
か
ら
分
離
独
立
し
た
と
い
う
経
緯
が
あ
っ
て
、「
獅
子
神
楽
」
の

名
称
を
も
つ
保
護
団
体
も
あ
り
、
神
楽
と
獅
子
舞
の
保
護
団
体
を
分
離
す
る
の
が

難
し
い
場
合
も
あ
る
。「
獅
子
神
楽
」
は
神
楽
と
獅
子
舞
の
両
方
に
カ
ウ
ン
ト
す

る
と
、
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
か
ら
は
獅
子
舞
保
護
団
体
数
は
六
六
九
四
と

な
る
。
こ
れ
も
未
調
査
県
も
含
め
る
と
七
〇
〇
〇
近
く
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と

思
わ
れ
る
。

（
２
） 

伊
波
普
猷
ほ
か
編
『
琉
球
史
料
叢
書
１　

琉
球
国
由
来
記　

上
』
名
取
書
店
、
昭

和
十
五
年
（
一
九
四
〇
）
十
二
月

（
３
） 

球
陽
研
究
会
編
『
沖
縄
文
化
史
集
成
５　

球
陽　

原
文
編
』
角
川
書
店
、
昭
和

四
十
九
年
（
一
九
七
四
）
三
月

（
４
） 「
康
姓
家
譜
」、波
上
宮
神
社
史
編
纂
委
員
編『
玻
名
城　

波
上
宮
誌　

資
料
編
』（
Ｃ

Ｄ
版
、
波
上
宮
、
平
成
二
十
八
年
〈
二
〇
一
六
〉
一
月
）
所
収

（
５
） 「
女
官
御
双
紙
」、
小
島
瓔
禮
校
注
・
神
道
大
系
編
纂
会
編
『
神
道
大
系　

神
社
編

五
十
二
沖
縄
』（
神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
七
年
〈
一
九
八
二
〉
九
月
）
所
収

（
６
） 

以
上
の
沖
縄
県
に
お
け
る
神
楽
に
つ
い
て
は
、
そ
の
資
料
も
含
め
て
波
上
宮
社
史

編
纂
委
員
主
任
の
新
垣
裕
之
氏
か
ら
多
く
の
教
示
を
う
け
た
。

（
７
） 

国
立
国
会
図
書
館
デ
ジ
タ
ル
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
に
公
開
さ
れ
て
い
る
。

（
８
） 

佐
藤
信
年
が
伝
授
し
た
三
十
三
座
の
神
楽
に
つ
い
て
は
、
可
能
性
と
し
て
は
鹿
児

島
県
内
に
は
「
神
舞
（
か
ん
め
）」
の
名
で
十
七
ヶ
所
で
神
楽
が
伝
承
さ
れ
て
お

り
（
鹿
児
島
県
教
育
委
員
会
『
鹿
児
島
県
民
俗
芸
能
緊
急
調
査
報
告
書
』
平
成
四

年
〈
一
九
九
二
〉）、
こ
う
し
た
も
の
で
あ
っ
た
か
、
あ
る
い
は
唯
一
神
道
の
吉
田

家
に
よ
る
秘
伝
書
の
一
つ
で
あ
る
享
保
六
年
（
一
七
二
一
）
の
「
事
相
方
内
伝
草

案
」（
岡
田
荘
司
校
注
『
神
道
大
系
論
説
編
九　

卜
部
神
道
（
下
）』（
神
道
大
系

編
纂
会
、
平
成
三
年
〈
一
九
九
一
〉
所
収
）
に
は
「
大
太
神
楽
」「
太
神
楽
」「
小

神
楽
」と
い
う
規
模
の
異
な
る
三
つ
の
神
楽
が
式
次
第
と
と
も
に
記
さ
れ
て
い
る
。

大
太
神
楽
、
太
神
楽
に
は
「
湯
立
」
が
伴
っ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
唯
一
神
道
に

よ
る
も
の
で
あ
っ
た
か
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
た
だ
し
、
鹿
児
島
県
の
神
舞
や

宮
崎
県
の
神
楽
で
は
湯
立
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
九
州
で
は
福
岡
県
か
ら
大
分
県

に
か
け
て
の
豊
前
神
楽
に
は
湯
立
が
伴
っ
て
い
る
。

（
９
） 
井
上
智
勝
「
近
世
の
神
職
組
織
─
触
頭
を
擁
す
る
組
織
を
対
象
に
」『
国
立
歴
史

民
俗
博
物
館
研
究
報
告
』
第
一
四
八
集
、
平
成
二
〇
年
（
二
〇
〇
八
）
一
二
月

（
10
） 

西
米
良
村
教
育
委
員
会
な
ど
編
・
刊
『
米
良
山
の
神
楽
調
査
報
告
書
』（
令
和
二
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年
〈
二
〇
二
〇
〉
三
月
）
の
古
川
信
夫
「
米
良
山
の
神
楽
地
域
の
歴
史
的
概
要
」

に
よ
る
。

（
11
） 
西
米
良
村
教
育
委
員
会
な
ど
編
・
刊
『
米
良
山
の
神
楽
調
査
報
告
書
』（
令
和
二

年
〈
二
〇
二
〇
〉
三
月
）
と
濵
砂
武
昭
著
・
須
藤
功
写
真
『
銀
鏡
神
楽
─
日
向
山

地
の
生
活
誌
─
』（
弘
文
堂
、
平
成
二
十
四
年
〈
二
〇
一
二
〉）、
筆
者
の
実
地
調

査
に
基
づ
く
。

（
12
） 

渡
辺
伸
夫
「
神
楽
演
目
の
形
成
と
歴
史
─
宮
崎
県
諸
塚
神
楽
の
荒
神
問
答
を
中
心

と
し
て
─
」
宮
崎
県
記
紀
編
さ
ん
記
念
事
業
推
進
室
編
刊
『
全
国
神
楽
シ
ン
ポ
ジ

ウ
ム
2
0
1
8
─
神
楽
学
の
可
能
性
─
講
演
録
』
平
成
三
十
一
年
（
二
〇
一
九
）

三
月

（
13
） 

神
道
大
系
編
纂
会
編
・
鎌
田
純
一
校
注
『
神
道
大
系　

古
典
編
八
先
代
旧
事
本
紀
』

神
道
大
系
編
纂
会
、
昭
和
五
十
五
年
（
一
九
八
〇
）
十
二
月

（
14
） 

神
道
大
系
編
纂
会
編
・
岡
田
荘
司
校
注
『
神
道
大
系　

論
説
編
九　

卜
部
神
道

（
下
）』
神
道
大
系
編
纂
会
、
平
成
三
年
（
一
九
九
一
）
二
月
。『
唯
一
神
道
名
法

要
集
』
は
、
本
稿
で
は
同
書
収
録
の
兼
倶
自
筆
本
を
用
い
た
。

（
15
） 

前
掲
（
14
）

（
16
） 

日
南
市
教
育
委
員
会
文
化
生
涯
学
習
課
編
・
前
田
博
仁
執
筆
『
日
南
市
の
民
俗
芸

能
』
平
成
二
十
五
年
（
二
〇
一
三
）
三
月

（
17
） 

前
掲
（
16
）、「
宮
崎
の
神
楽
と
特
殊
神
事
」
編
纂
委
員
会
編
『
宮
崎
の
神
楽
と
特

殊
神
事
』（
宮
崎
県
神
社
庁
、
令
和
元
年
（
二
〇
一
九
）
十
月
）
に
掲
載
さ
れ
て

い
る
神
楽
の
写
真
に
よ
る
。

（
18
） 

小
手
川
善
次
郎『
高
千
穂
神
楽
』私
家
版
、昭
和
五
十
一
年（
一
九
七
六
）、二
一
四
・ 

二
一
五
頁

（
19
） 

前
掲
（
14
）
所
収

（
20
） 

米
良
山
神
楽
に
み
ら
れ
る
唯
一
神
道
の
影
響
に
つ
い
て
は
、『
米
良
山
の
神
楽
調

査
報
告
書
』
の
「
米
良
山
の
神
楽
の
特
色
と
歴
史
的
背
景
」
の
な
か
で
こ
こ
に
あ

げ
た
尾
八
重
神
楽
の
ザ
ン
ゼ
ツ
や
「
荒
神
問
答
」
な
ど
か
ら
渡
辺
伸
夫
氏
も
論
じ

て
い
る
。

（
21
） 

山
口
保
明
『
宮
崎
の
神
楽
─
祈
り
の
原
質
・
そ
の
伝
承
と
継
承
─
』（
鉱
脈
社
、

平
成
十
二
年
〈
二
〇
〇
〇
〉
十
二
月
）
九
三
頁

（
22
） 

前
掲
（
９
）


